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   三次市立図書館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

（案） 

 

 三次市立図書館設置及び管理条例施行規則（平成１６年三次市教育委員会規則

第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条から第６条までを削り，第７条ただし書中「，三次市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）」を「，三次市公の施設における指定管理者の指定手

続等に関する条例（平成１６年三次市条例第２９９号）第３条の規定により指定

する団体（以下「指定管理者」という。）」に改め，「認めたときは，」の次に

「あらかじめ教育委員会の承認を得て」を加え，同条を第３条とする。 

 第８条ただし書中「，教育委員会」を「，指定管理者」に改め，「認めたとき

は，」の次に「あらかじめ教育委員会の承認を得て」を加え，同条を第４条とす

る。 

 第９条を削り，第１０条第５号中「，館長」を「，指定管理者」に改め，同条

を第５条とする。 

 第１１条中「館長」を「指定管理者」に改め，同条を第６条とする。 



 第１２条各号列記以外の部分及び同条第４号中「館長」を「指定管理者」に改

め，同条を第７条とする。 

 第１３条第２項中「館長」を「指定管理者」に改め，同条を第８条とする。 

 第１４条を第９条とし，第１５条を第１０条とし，第１６条を第１１条とする。 

 第１７条第１項及び第２項各号列記以外の部分中「館長」を「指定管理者」に

改め，同条を第１２条とする。 

 第１８条第３項中「，館長」を「，指定管理者」に改め，同条を第１３条とす

る。 

 第１９条第１項中「第１３条」を「第５条」に改め，同条第３項中「，館長」

を「，指定管理者」に改め，同条を第１４条とする。 

 第２０条を削り，第２１条を第１５条とし，第２２条から第２４条までを６条

ずつ繰り上げる。 

 別表第１中 

「 

 別表第１（第７条関係） 

            」を 

「 

 別表第１（第３条関係） 

            」に改める。 

 別表第２中 

「 

 別表第２（第８条関係） 

            」を 

「 

 別表第２（第４条関係） 

            」に改める。 

 様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

様式第１号 略 

様式第２号 略 

様式第３号 略 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成２２年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに，改正前の三次市立図書館設置及び管理条

例施行規則の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この規則による 

 改正後の三次市立図書館設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされた 

 ものとみなす。 


